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湖国滋賀のまちづくりをお手伝いします。
県下一円に地域に精通した社員を配しています。




境界の専門家集団です。
難解な土地の境界は私たちにお任せ下さい。




公共嘱託登記の適正迅速な処理により、
公共事業の円滑な推進に寄与します。















What's New
新着情報










2023-07-01
社員のご紹介ページを始めました


2019-06-01
スマートフォンでの閲覧にも対応しています！



	RSS(別ウィンドウで開きます)










 
 


公共事業の
円滑な推進のために







協会について





情報公開










私たちは、官公署等の依頼により不動産の表示の登記に係る嘱託登記手続きを適正かつ迅速に処理することを目的とした公益社団法人です。
登記簿・土地台帳・既存図面・既確定協議書等あらゆる資料を調査・対査・分析し、正確な土地の筆界を登記に反映します。
調査・測量の成果は、地積測量図として永久に法務局に保存されます。将来の筆界確認の資料となりうるための不動産の状況を明確にした図面の作成はもとより、境界標設置、引照点等設置作業にて県民の皆さんの利益になる事業も行います。
所有者不明土地は、滋賀県公共嘱託登記司法書士協会と協力し、問題の早期解決のお手伝いをします。
















Service
業務について




協会は、土地家屋調査士会と強い連携を持って業務を推進し「土地家屋調査士」の有資格者である社員は、
高度の専門知識と技能を駆使して常に綿密な注意を払って業務を執行しております。
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Information
各種案内
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Contact us
お問い合わせ




協会へのご相談・ご質問などお気軽にお問い合わせください。
〒520-0051 滋賀県大津市梅林2丁目1番28号
TEL：077-525-8869







Mailform








 社員専用ページ
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